
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成14年 2月26日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1346号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
号

告
　
示

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
一
九
、
一
二
〇
・
道
路
環
境
課
）

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
の
予
定
（
一
二
一
・
森
林
土
木
課
）

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

◯
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
一
二
二
、
一
二
三
・
森
林
土
木
課
）

◯
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
一
二
四
・
都
市
計
画
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
認
可
（
一
二
五
・
平
鹿
建
設
事
務
所
）

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
鹿
角
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
総
合
農
林
事
務
所
）

秋
田
県
告
示
第
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
二
号

三
百
四
十
二
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
三
一
・
〇
〇

六
・
五
〇
〜
三
一
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
五
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
三
〇
七

二
・
三
〇
七

二
・
二
九
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
岩
井
川
字
合
居
五
番
一
地
先
か
ら
字
城
下
一
〇
七
番
地
先
ま

で

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
岩
井
川
字
合
居
五
番
一
地
先
か
ら
字
城
下
一
〇
七
番
地

先
ま
で

〃

ＡＢ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
三
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
二
〇
五

一
・
二
〇
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
殿
上
八
番
一
九
地
先
か
ら
字
山
居
野
一
一
番
一
四
地

先
ま
で

〃

（一）（二）



平成14年 2月26日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1346号

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
一
号

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
三
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
二
〇
五

一
・
二
〇
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
殿
上
八
番
一
九
地
先
か
ら
字
山
居
野
一
一
番
一
四
地

先
ま
で

〃

郡
　
　
市

南
秋
田
郡

町
　
　
村

大
潟
村

字

西
４
丁
目

地
　
　
番

一
〇
二

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
三
、
九
七
四

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
三
九
七
四

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
三
九
七
四

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
六
八
九

指
定
の
目
的

風
害
の
防
備

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
林
務
部
森
林
土
木
課
及
び
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
並
び
に
南
秋
田
郡
大
潟
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡
　
　
市

男
鹿
市

大
　
　
字

戸
賀
浜
塩
谷

字

大
水
沢

地
　
　
番

二
一
の
二
〇

二
一
の
二
一

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
、
三
四
〇

一
、
二
一
四

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
〇
三
四
〇

〇
・
一
二
一
四

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
〇
三
四
〇

〇
・
一
二
一
四

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
四
一
七

〇
・
〇
〇
六
〇

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊

の
防
備

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た

め

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
林
務
部
森
林
土
木
課
及
び
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
並
び
に
男
鹿
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

保

安

林

面

積

見

込

み

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

指
定

的

解
除

理

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

（一）（二）
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秋
田
県
告
示
第
百
二
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

道
路

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

横
手
都
市
計
画
道
路
（
三
・
三
・
一
号
杉
沢
八
王
寺
線
及
び
三
・
四
・
五
号
中
央
線
）
の
変
更

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

三
　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

三
・
三
・
一
号
杉
沢
八
王
寺
線

変
更
す
る
部
分
　
横
手
市
八
幡
字
石
町
、
字
八
幡
及
び
字
長
者
町
並
び
に
卸
町

三
・
四
・
五
号
中
央
線

変
更
す
る
部
分
　
横
手
市
二
葉
町
及
び
本
町

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
建
設
事
務
所
用
地
課

横
手
市
中
央
町
八
番
二
号
　
横
手
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
五
号

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

郡
　
　
市

男
鹿
市

大
　
　
字

戸
賀
浜
塩
谷

字

大
水
沢

地
　
　
番

二
一
の
二
〇

二
一
の
二
一

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
、
三
四
〇

一
、
二
一
四

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
〇
三
四
〇

〇
・
一
二
一
四

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
〇
三
四
〇

〇
・
一
二
一
四

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
四
一
七

〇
・
〇
〇
六
〇

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊

の
防
備

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た

め

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
林
務
部
森
林
土
木
課
及
び
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
並
び
に
男
鹿
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡
　
　
市

男
鹿
市

男
鹿
市

大
　
　
字

戸
賀
浜
塩
谷

戸
賀
戸
賀

字

大
水
沢
岱

里
道

地
　
　
番

四
三
の
三

一
六
の
一

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

七
、
四
〇
五

四
四
、
〇
四
五

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

四
・
二
二
二
五

四
・
四
〇
四
五

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
八
八
二
六

四
・
二
五
九
三

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
〇
一
六

〇
・
〇
三
六
七

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た

め

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
林
務
部
森
林
土
木
課
及
び
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
並
び
に
男
鹿
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（一）（二）（一）（三）（二）
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
所

横
手
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
元
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
横
手
都
市
計
画
公
園
事
業
六
・
五
・
一
赤
坂
運
動
公

園
（
横
手
都
市
計
画
公
園
事
業
五
・
六
・
二
赤
坂
総
合
公
園
）

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
九
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
元
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
、
平
成
二
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号
並
び

に
平
成
九
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
の
事
業
地
の
横
手
市
赤
坂
字
富
ケ
沢
及
び
字
大
沼

沢
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

横
手
市
赤
坂
字
富
ケ
沢
及
び
字
大
沼
沢

平
成
十
四
年
二
月
十
九
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
小
坂
地
区
農
地
開
発
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し

た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

田
県
仙
北
平
野
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
清
水
字
下
黒
土
千
二
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
規
　
男

仙
北
郡
仙
北
町
払
田
字
真
山
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
谷
　
哲
　
也

〃
　
　
千
畑
町
畑
屋
字
室
町
百
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
伸
　
一

〃
　
　
仙
北
町
堀
見
内
字
福
嶋
百
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
川
　
　
　
夫

〃
　
　
角
館
町
白
岩
字
堂
野
口
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
馬
　
武
　
夫

〃
　
　
仙
北
町
堀
見
内
字
穴
沢
七
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
　
　
勇
　
二

〃
　
　
中
仙
町
長
野
字
下
川
原
百
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
長
一
郎

〃
　
　
仙
北
町
高
梨
字
上
川
原
百
七
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
晴
　
司

〃
　
　
中
仙
町
鑓
見
内
字
板
屋
三
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
良
　
司

〃
　
　
〃
　
　
清
水
字
北
大
吹
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
東
悦
郎

〃
　
　
千
畑
町
土
崎
字
関
根
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
輝
　
男

〃
　
　
中
仙
町
上
鴬
野
字
吉
田
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
　
岡
　
　
　
弘

大
曲
市
大
曲
字
下
高
畑
二
十
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
周
　
作

仙
北
郡
太
田
町
国
見
字
相
野
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
俊
　
雄

〃
　
　
六
郷
町
六
郷
字
浮
池
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
時
　
實

〃
　
　
中
仙
町
清
水
字
金
鐙
二
百
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
　
平
　
　
　
　

大
曲
市
福
見
町
十
一
番
二
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
司

〃
　
　
藤
木
字
乙
新
藤
木
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
吉
　
友

仙
北
郡
太
田
町
駒
場
字
中
村
百
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
喜
　
由

大
曲
市
花
館
上
町
十
五
番
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
江
　
久
　
雄

〃
　
　
新
谷
地
字
小
萱
場
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
　
　
勉

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
堂
ノ
前
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
村
　
榮
　
一

〃
　
　
仙
南
村
南
町
字
大
橋
百
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
坂
　
秀
　
雄

大
曲
市
高
関
上
郷
字
卯
時
田
百
三
十
九
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
順

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
仙
南
村
南
町
字
大
橋
百
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
坂
　
秀
　
雄

〃
　
　
仙
北
町
横
堀
字
南
福
嶋
六
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
　
　
吉
太
郎

〃
　
　
六
郷
町
六
郷
字
小
婦
気
百
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
鉄
　
実

〃
　
　
中
仙
町
清
水
字
金
鐙
二
百
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
　
平
　
　
　
　

〃
　
　
仙
北
町
板
見
内
字
弥
兵
衛
谷
地
二
百
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
原
　
　
　
盛
　
一

〃
　
　
〃
　
　
堀
見
内
字
福
嶋
百
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
川
　
　
　
夫

〃
　
　
太
田
町
駒
場
字
中
村
百
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
喜
　
由

〃
　
　
角
館
町
白
岩
字
堂
野
口
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
馬
　
武
　
夫

大
曲
市
大
曲
字
下
高
畑
二
十
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
周
　
作

仙
北
郡
中
仙
町
清
水
字
北
大
吹
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
東
悦
郎

大
曲
市
新
谷
地
字
小
萱
場
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
　
　
勉

４

公
　
　
　
　
　
　
告

（一）（二）
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仙
北
郡
中
仙
町
上
鴬
野
字
吉
田
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
　
岡
　
　
　
弘

大
曲
市
高
関
上
郷
字
卯
時
田
百
三
十
九
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
順

仙
北
郡
中
仙
町
清
水
字
下
黒
土
千
二
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
規
　
男

〃
　
　
仙
北
町
高
梨
字
水
里
六
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
五
　
郎

〃
　
　
〃
　
　
横
堀
字
表
木
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
稔

〃
　
　
千
畑
町
土
崎
字
関
根
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
輝
　
男

〃
　
　
中
仙
町
鑓
見
内
字
板
屋
三
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
良
　
司

大
曲
市
花
館
上
町
十
五
番
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
江
　
久
　
雄

〃
　
　
藤
木
字
乙
新
藤
木
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
吉
　
友

仙
北
郡
千
畑
町
畑
屋
字
室
町
百
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
伸
　
一

〃
　
　
中
仙
町
豊
川
字
堂
ノ
前
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
村
　
榮
　
一

大
曲
市
福
見
町
十
一
番
二
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
司

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
下
川
原
百
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
長
一
郎

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
豊
岡
字
谷
地
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
　
田
　
勇
　
一

〃
　
　
〃
　
　
長
野
字
柳
田
二
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
有
　
美

〃
　
　
仙
北
町
戸
地
谷
字
嶋
田
百
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斉
　
藤
　
久
　
人

〃
　
　
仙
南
村
上
深
井
字
矢
矧
殿
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
昭
次
郎

大
曲
市
大
曲
字
小
貫
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
農
夫
雄

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
豊
岡
字
谷
地
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
　
田
　
勇
　
一

〃
　
　
仙
北
町
高
梨
字
上
川
原
百
七
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
晴
　
司

大
曲
市
大
曲
字
小
貫
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
農
夫
雄

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
柳
田
二
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
有
　
美

〃
　
　
仙
南
村
上
深
井
字
矢
矧
殿
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
昭
次
郎

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　

平
成
十
三
年
五
月
二
十
五
日
（
第
千
二
百
六
十
九
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
告
（
土
地
改
良
区
の
役

員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

七
　
　
下
　
　
　
　
二
　
字
山
神
下
二
十
四
番
地
　
　
　
　
字
山
神
下
十
七
番
地
一

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
（
第
千
三
百
四
十
三
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
告
（
土
地
改
良
区
の
役
員

就
任
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

終
わ
り
か
ら

三
　
　
下

一
三
〜
一
二
　
由
利
郡
矢
島
町
土
地
改
良
区
　
　
本
荘
市
子
吉
土
地
改
良
区

５

正
　
　
　
　
　
　
誤



発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


